
第２４回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日及び場所 

（１）開催期日  令和７年１１月２１日（金） 

（２）開会時刻  ９時００分 

（３）閉会時刻  １０時００分 

（４）開催場所  津和野町役場本庁舎 第 5・第 6 会議室 

 

２．出席状況 

（１）出席委員 

〇農業委員 

 １番委員 吉田 茂   ２番委員 森元 健一   ３番委員 永田 京子   

 ４番委員 三家本雅夫  ５番委員 有田 和将   ６番委員 岩本 学    

７番委員 齋藤 泰彦  ８番委員 前田 生敏    ９番委員 青木 暢大   

１０番委員 田中 聖司 １１番委員 林  靖登   

 

〇農地利用最適化推進委員 

 1-1 番委員 村上 嚴雄   1-2 番委員 藤井 隆一   1-3 番委員 石橋 康邦

1-4 番委員 橘  明子     1-6 番委員 橋本 六雄   1-7 番委員 木村 大輔   

1-8 番委員 増成 孔也   1-9 番委員 齋藤 ミサ子  １-10 番委員 山田 喜治 

 

（２）遅刻委員   

 

（３）欠席委員氏名         

1-5 番委員 御手洗 剛          

 

（４）その他出席者 

 （議事に参与した者の職氏名） 

  農業委員会事務局長  - 

  農業委員会事務局   村上 宏志   

  しまね農業振興公社  江上 俊二 

 

３．提出議案内容 

議案第１号 農地法第 3 条の規定による許可申請の承認について 

      申請番号 7-370 号、7-378 号 

報告第 1 号 農用地利用集積等促進計画の公告について 

 



４．議事進行及び顛末 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

会長 

 

田中農業委員 

 

 

 

只今から第 24 回津和野町農業委員会総会を開催させていただきます。本

日、山下事務局長は臨時議会に出席していますので、司会についても事務

局村上で進めさせていただきます。それでは会長の挨拶をお願いします。 

改めましておはようございます。今月は、農業委員会関係の報告はござい

ませんが、農事組合法人の集まりで県のネットワーク協議会があり、その

関係で５県サミットと言われる、島根、山口、広島、大分、高知の５県に

よる大会が高知県で開催されました。来年は広島県になります。その中で、

各県で取り組んでいる事例発表や情報交換が行われました。話は変わりま

すが、当県では GAP に準じて美味しまね認証が行われており、取得してい

る方もいる方もおられるかと思いますが、県の補助金の交付要件にもなっ

ています。ウチの法人でも取得に向け 10 月 23 日に審査があり、その是正

措置を 11 月 23 日までに報告しないといけないことになっており、今取り

組んでいるところです。補助金を受けるために認証を受けないといけない

ことは負担だとの声もありますので、月末の国会議員の方との意見交換会

では、現場の声を伝えたいと思っています。以上です。 

総会成立宣言ですが、本日は、農業委員さん全員が出席されています。従

いまして、農業委員会等に関する法律第 27 条 3 項の規定により本総会が

成立していますことを報告いたします。推進委員の御手洗委員さんは、事

務局長と同様に臨時議会に出席していますので欠席となります。それでは

これ以降は会長の議事進行でお願いします。 

それでは、議事録署名者を指名します。4 番三家本委員さん、7 番齋藤委

員さんよろしくお願いします。 

 

議案第１号「農地法第 3 条の規定による許可申請の承認について」 

 

議案第１号農地法第 3 条の規定による許可申請の承認について」申請番号

7-370 号を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

それでは、議案第１号「農地法第 3 条の規定による許可申請の承認につい

て」7-370 号について説明いたします。 

・・・議案内容説明・・・ 

ありがとうございました。現地確認の報告を担当地区委員の田中委員さん

お願いします。 

11 月 11 日に譲受人の●●●●さんと現地の確認を行いました。先程、事

務局からの説明にあったように、対象地は譲受人の父が以前から●●●さ

んから借り受けて耕作をしておりました。お父さんは結構高齢ですので、

以前から主として娘さんの●●●●さんが水稲の耕作をしておりました。



 

 

 

 

会長 

 

委員 

会長 

 

委員 

会長 

 

会長 

 

事務局 

 

 

会長 

 

石橋推進委員 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

会長 

 

委員 

会長 

 

 

会長 

 

権利取得後も同様に水稲を●●●●さんが主として作付けするというこ

とで全く問題は無いと思います。なお、農業機械についてはお父さんが所

有しており、トラクター、コンバイン、乾燥機等使用しますので問題ない

かと思います。以上です。 

ありがとうございました。それでは、申請番号 7-370 号について質疑を受

け付けます。 

無し 

それでは質疑を打ち切ります。申請番号 7-370 号について承認される方は

挙手をお願いします。 

全員挙手 

全員挙手です。議案第 1 号「農地法第 3 条の規定による許可申請の承認に

ついて」申請番号 7-370 号は承認されました。 

続いて、議案第 1 号「農地法第 3 条の規定による許可申請の承認について」

申請番号 7-378 号について事務局の説明をお願いします。 

それでは、議案第 1 号「農地法第 3 条の規定による許可申請の承認につい

て」申請番号 7-378 号について説明いたします。 

・・・議案内容説明・・・ 

ありがとうございました。それでは、現地確認の報告を担当地区委員の石

橋委員さんお願いします。 

11 月 5 日午前に、譲受人の●●●●●さんと現地を確認しました。農地

は刈り取り後で適切に管理されていました。周辺農地については、法人で

耕作している田と譲受人の●●●さんが管理している農地なので問題は

ありません。今後も、法人で地区の耕作放棄地になりそうな農地を法人の

主力のメンバーで管理していきたいとのことで、今後も農地を譲り受ける

ケースがあるかもと話がありました。対象農地は十分活用されており問題

は無いと思います。 

ありがとうございました。それでは、申請番号 7-378 号について質疑を受

け付けます。 

無し 

それでは質疑を打ち切ります。申請番号 7-378 号について承認される方は

挙手をお願いします。 

全員挙手 

全員挙手です。議案第 1 号「農地法第 3 条の規定による許可申請の承認に

ついて」申請番号 7-378 号は承認されました。 

 

それでは報告事項に移ります。報告第 1 号「農用地利用集積等促進計画の

公告について」事務局の説明をお願いします。 
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それでは、報告第 1 号「農用地利用集積等促進計画の公告について」説明

いたします。 

・・・議案内容説明・・・ 

それでは、質疑のある方はお願いします。 

無し 

本日提案された議案は以上でございます。 

 

 


